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○ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和５５年法律第３６号） 

（裁定等） 

第十一条 前条第一項の申請があつた場合には、公安委員会は、速やかに、犯罪被害者等給付金を支給し、

又は支給しない旨の裁定（支給する旨の裁定にあつては、その額の定めを含む。以下同じ。）を行わな

ければならない。 

２ 犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定があつたときは、当該申請をした者は、当該額の犯罪被害者

等給付金の支給を受ける権利を取得する。 

３ 犯罪被害者について重傷病給付金又は障害給付金を支給する旨の裁定があつた後に当該犯罪被害者が

当該犯罪行為により死亡したときは、国は、当該重傷病給付金又は障害給付金の額の限度において、当

該犯罪被害者の死亡に係る遺族給付金を支給する責めを免れる。 

（不正利得の徴収） 

第十五条 偽りその他不正の手段により犯罪被害者等給付金（仮給付金を含む。以下この項及び第十九条

において同じ。）の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者か

ら、その支給を受けた犯罪被害者等給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 

２ 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 


